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乳 が ん 検 診 （ 施 設 ）

動　　　向

　本邦における乳癌の罹患、死亡率はともに近年な

おも増加傾向にあり、平成１５年には、乳癌死亡数は

女性の悪性新生物による死亡全体の８．０％を占めて

おり、また５０歳代に死亡数のピークがあると云われ

ている。

　さて死亡数の削減対策として、旧厚生省は乳癌検

診を昭和６２年から老人保健法に基づいて義務づけ、

３０歳以上を対象に視触診検診を実施している。その

後、視触診のみの検診では死亡率の改善が見られな

いとの研究発表があり、平成１２年４月にマンモグラ

フィ併用検診法のガイドラインを提示している。

　これに先駆けて、当協会では昭和５７年から、視触

診法による乳癌検診を行っているが、平成５年１月

からは横浜市の委託により、市内住民の４０歳以上

で、５年間隔を対象に、マンモグラフィ併用視触診

法も行い、次いで、平成１３年１０月以降は、市の施策

により５０歳以上に隔年のマンモグラフィ併用検診を

行っている。近年、頓に乳癌に対する関心、特にマ

ンモグラフィ検診の意識が向上し、マンモグラフィ

受診者数は激増している。それに加えて超音波併用

検診の受診者も増加している。今回は平成１６年度の

乳癌施設検診の実績を纏め、些かの考察を行う。

方　　　法

１）視触診検診法：各種団体の被保険者、その配偶

者、さらに個人申し込み者を対象に視触診のみ施

行。

２）マンモグラフィ併用視触診検診法：希望する個

人、一部の団体を対象にマンモグラフィの一方向

（MLO）または二方向撮影（MLO、CC）を、ま

た、横浜市施策検診では前記の対象者に、一方向

撮影を（MLO）を行い、同時に視触診と、自己触

診法の指導を行っている。後日、マンモグラムの

ダブルチェックを、また市の施策群には横浜市総

合判定機関がチェックを行い、要精検者を判定し

ている。

３）希望者には乳房の超音波検査も併用している。

結　　　果

　平成１６年度の受診者数は２０，７６０人と年々漸増して

いる。その内訳では、視触診検診法による受診者は

１０，００１人で前年度より略１，０００人減少しているが、

一方マンモグラフィ併用検診法では６，０９７人で前年

より２，６１９人、７５％の増加がみられる。なお精検施

行後の経過観察者は４，６６２人である（表１）。

　視触診検診法による受診者のうち、要精検者は

１１．４％でその精検受診率は７９．３％である。そのうち

発見乳癌は８例で、癌発見率は０．０８％と低率であ

る。初めての受診者（初診）は繰り返しの受診者

（再診）の約半数であるが、初診からの癌発見率は

２例、０．０６％で一方再診からは６例、０．０９％となっ

ている。また発見乳癌のうち早期癌は４例５０％であ

り初診からは１例のみである。発見乳癌のうち無自

覚者は僅か１例である（表２）。

　次いでマンモグラフィ併用視触診検診法による受

診者の要精検率１０．３％で精検受診者は６７．９％と低率

であるが、発見乳癌は１６例で０．２６％と高率である。

初診は再診の約半数であるが発見乳癌はそれぞれ

０．３７％、０．２０％で初診に高率である。そのうち早期

癌は８例、５０％であり初診からは３例と少ない。ま

た発見乳癌は有自覚者に多く、無自覚者からは僅か

５人である。このうち臨床的に触知不能は僅か１例

であり、マンモグラムの石灰化像により検出してい

る（表３）。

　次いで精検後の経過観察者は４６６２人で、発見乳癌

は１５例、発見率０．３２％である。そのうち３例の乳癌

はマンモグラムでは所見がなく、触診、超音波検査

により、また３例は乳頭血性分泌により検出してい

る。経過観察は必須である。（表４）。

ま　と　め

　今回の検診状況から、早期乳癌の発見率を上昇さ

せ、治癒率向上を図るには、先ず自己触診法を啓蒙

し、有自覚者は自発的に専門医療機関を受診し、一

方、無自覚者は積極的な検診参加を勧奨することが

肝要である。マンモグラフィ併用視触診検診法は単

独の視触診検診よりも乳癌の発見率は極めて高い。

しかし、視触診で異常を認めるも､マンモグラムで

は所見が無く、超音波検査、細胞診からの乳癌発見

例があり、従って視触診検診は蔑ろに出来ないこと

を強調したい。爾後の検討課題はマンモグラフィ併

用検診の対象年齢、特に閉経前に対する二方向撮

影、更に超音波検査の併用等である。

関係の集計表は８９頁に掲載


